
1

※ 本資料・講演内容は、講演者の見解を示すものであり、防衛省・自衛隊の見解を代表するものではありません。

陸上自衛隊の任務の変化等

令 和 ７ 年 1 2 月 1 2 日
防 衛 省 陸 上 幕 僚 監 部
人 事 教 育 部

【＃９処遇・給与部会説明資料】
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全 般
○ 我が国は、国際安全保障の焦点であるインド太平洋地域の最前線に位置
○ 戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻な事態が発生する可能

性が排除されない

１ 安全保障環境（わが国周辺）
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大量破壊兵器、
弾道ミサイル等の増強

・ウクライナ侵攻
・極東地域における軍事
活動の活発化



「５１大綱」 「０７大綱」 「１６大綱」 「２２大綱」 「２５大綱」 「３０大綱」 「国家防衛戦略」

多機能で弾力的な
実効性のある防衛力 動的防衛力 統合機動防衛力

９個師団、６個旅団

ＴＫ：９００、ＦＡ：９００

９個師団、６個旅団、中即集団

ＴＫ：６００、ＦＡ：６００

９個師団、６個旅団、中即集団

ＴＫ：４００、ＦＡ：４００

総隊、９個師団、６個旅団
水陸機動団

ＴＫ：３００、ＦＡ：３００

１５

１４

１３ ３００

６００

９００

１２００

（両／門）

１３個師団、２個混成団

ＴＫ：１，２００、ＦＡ：１，０００

（万人）

総隊、９個師団、６個旅団
水陸機動団

ＴＫ：３００、ＦＡ：３００

多次元統合防衛力

米ソ冷戦

○冷戦終結
○災害対処（阪神・淡路大
震災、地下鉄サリン）
○国際貢献（ゴランＰＫＯ、
ホンジュラス国緊隊）

○国際テロ
（９・１１、イラク戦争）
○ＷＭＤ・ＢＭＤ拡散

○グレーゾーン紛争

○ＷＭＤ・ＢＭＤ・テロ（北朝鮮ミ

サイル発射の頻発）

○海洋権益をめぐる脅威（中国

の尖閣諸島領海侵入）

○中国の活動の活発化
○米国のアジア太平洋地域へ
のリバランス
○大規模災害対処の必要性
（東日本大震災）

国際緊急援助隊法

ＰＫＯ法 本来任務化

在外邦人等輸送（ＴＪＮＯ） （自衛隊法）

日米物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）

周辺事態安全確保法

警護出動（自衛隊法）

イラク特措法

海賊対処法（基地警備）

国民保護法

テロ特措法・補給支援特措法

平和安全法制

災害派遣（自衛隊法）

○米中の戦略的競争の顕在化
○宇宙・サイバー・電磁波の新
たな領域の利用の急速な拡大

陸上自衛隊の役割が拡大する一方、情勢に応じ体制を合理化・効率化しつつ、必要な防衛力を構築して任務を完遂概 要

陸
自
の
体
制

大
綱
の
変
遷

治安維持（自衛隊法）

【凡例】

：主たる任務（我が国の防衛）

：従たる任務
（公共秩序維持、重要影響事態対応）

：従たる任務（国際平和協力活動）

1,200
1,000 900 900

600 600
400 400 300 300 300 300

陸
自
の
役
割

基盤的防衛力構想

○中国・北朝鮮・ロシアの活動
の活発化
○ゲーム チェン ジ ャー （ＡＩ、
無人ア セッ ト等）、偽情報の
拡散を含む情報戦の展開

総隊、１０個師団、５個旅団
水機団、情報戦部隊、

スタンド・オフミサイル部隊
（ＴＫ：３００、ＦＡ：３００）

防衛力の抜本的強化

防衛出動（自衛隊法）

２ 任務の変化等
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方面総監部

師団等司令部
地上部隊

（情報収集、人命救助等）

航空科部隊

■ 全国で初動対処部隊が２４時間待機
■ 命令受領後、１時間以内に出動
■ 震度５弱以上で速やかに情報収集

国内での災害発生に常時即応するため、初動対処部隊（「ＦＡＳＴ－Ｆｏｒｃｅ」※）を指定

人命救助活動
ヘリ部隊

（各方面隊・師旅団）
地上部隊

（各連隊等）
情報収集

※ First Action SupporT-Force

災害派遣等

ヘリ映伝

３ 陸上自衛隊の即応態勢等（１／２）

〇 即応のための態勢は、全隊員が対象であり、その労苦を負担

〇 休暇、出張で遠方にあっても、非常呼集があれば、ただちに帰隊し、出勤
総 括

■ 初動派遣部隊の人員現況の一例

上図においては、約５．２％の隊員が初動対処として指定されており、白紙的に隊員個人
は２０日に１日指定される。また、指定されていなくとも全隊員、招集がかかれば如何なる
状況にあっても、駐屯地に帰隊しなければならない。陸上自衛隊は、この態勢を３６５日
２４時間保持

１１月平日
の即応態勢

初動派遣
部隊（１ｈ）

可動人員※

約５,３００名 約１１６,０００名
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※入院・入校等を除く



〇 災害派遣以外に関しても、各種任務に応じて部隊として即応態勢を構築

〇 全隊員は、定期的に各種検定を受検し、任務即応に必要な能力を保持・向上
総 括
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在外邦人等輸送／保護国際緊急援助隊不発弾処理警戒監視

■ 沿岸監視部隊
（２４時間連続）

■ 不発弾処理
担任部隊

（３０分待機）

■ 医療及び航空
の各部隊
第１派：４８時間以内

■ 各部隊
主力：３日以内

（大臣指示以降）

各
種
任
務
に
応
じ
た
即
応
態
勢

任
務
即
応
の
た
め
の

基
礎
能
力
の
維
持
・向
上

体力検定 射撃検定 格闘検定（練成含む） 救急法検定

３ 陸上自衛隊の即応態勢等（２／２）

定年退職まで、毎年受検等する基本的な課目。不合格者は再検定のための練成あり。



目 標

平素からの実践的で効果的な訓練・演習の実施を通じ、わが国防衛に係る各種事態

に対応し得る実効的な抑止力・対処力を強化するとともに、わが国の安全保障体制の
強化に寄与

演習等

宇宙・サイバー・電磁波領域を含む陸自の戦い方を

陸自全部隊規模で実施する「陸上自衛隊演習」において演練

共同訓練を拡大し、「二国間・他国間訓練」が増加

わが国自身の防衛体制の強化のための訓練・演習

同盟国・同志国等との連携強化のための訓練

■ 演習の全般推移イメージ

■ 共同訓練の全般推移イメージ（他国間訓練の一例）

総 括
厳しい安全保障環境に応じ、実効的な抑止力・対処力を強化するため、大規模訓練

及び統合・共同訓練が増加。訓練は長期にわたる場合もあり、多くの隊員が拘束 6

４ 陸上自衛隊の練成訓練

長期演習になると
１カ月～３カ月程度
拘束

※１ 作戦地域へ機動する状況下の行動

※１

※２ 訓練地域への管理された移動※２

この一例の場合
約１．５カ月程度
拘束



より国民に寄り添った活動のため、活動内容は複雑・多様化。また、手当支給

に該当しない活動も増大し、自治体等の求めに応じて多くの隊員を派遣

災害派遣等
任務

の変化

自衛隊の活動は自治体からのニーズを受けて活動する「受け身型」から、即応

するための「提案型」へ変化し、活動内容は複雑・多様化。また、社会的要請に

応じ、コロナ対応等災害派遣の種類が増大

【参考】令和７年度から災害派遣等手当は約３割増（２，１６０円／日）

５ 陸上自衛隊の災害派遣

参考事項

手当支給に
該当しない

活動

■ 鳥獣被害対策（熊対策）

令和７年１１月、秋田県の要請により、

鳥獣被害対策の協力（箱罠の運搬、情報収集等）

を実施（土木工事等受託）

■ 岩手県大船渡市赤崎町山林火災

令和７年２月～３月、岩手県の要請により、

空中消火を主体とした災害派遣を実施

■ 台風２２号及び台風２３号対応

令和７年１０月～１１月、東京都の要請に

より、八丈島において、入浴支援等を主体と

した災害派遣を実施

総 括

家畜
伝染病
コロナ等

原子力
災害

風水害

地震

風水害

地震

【従 来】

【現 在】

要望把握 豚舎の消毒（豚熱対応）水投下作業（原発対応）

箱罠の設置

バケットの取り付け 空中消火

給水支援入浴支援

情報収集
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安全保障環境の変化に伴う、対象国からの各種脅威に応ずる重点形成には、全国的な配置・
展開が必要である一方、防衛力整備、特に人材育成は長時日を要し、各地域での募集基盤の確
保も限界があるため、やむを得ず、大規模な広域異動等により態勢を維持しているのが現状

必要性(全般)

脅威の存在する正面に防衛力を重点形成することが、常に喫緊の課題であり、一般職の地域
や自治体ごとの特性や所要に応じた地域ごとの配置は困難であり、安全保障環境の変化に応ず
る重点形成は全国展開や配置が前提

脅威に基づく
各種防衛力の
重点形成の必

要性

〇 自衛官の人材育成は、他の一般職や企業の社員と異なり、部外の能力や資格で対応できな
いことが多く、自衛隊内でしか育成できない。このため、勤務間に家族との別離を余儀なく
される学校教育に相当程度の期間を費やして、特技を取得し、これを慣熟させるために部隊
での実務や訓練で向上させていくことが必要であり、人材育成には長時日が必要

〇 地元志向の若者の増加等から、各駐屯地が必要な人材を近傍地域（一方面区内）だけで十
分に確保することが非常に難しい状況が継続

自衛官という
人材獲得の
特殊性

【参考】
各種手当
支給者数等

〇 単身赴任手当
令和７年１０月に約１３，２００人（約１１．６％）が受給

〇 作戦環境等順応手当
令和７年１０月に２５６名が受給（令和７年４月新設されたため、８月の定期異動のみで

北部地域（北海道・青森）と九州・南西地域の間を異動した人数）

総 括
各種脅威に対する重点形成のため、陸上自衛官の全国異動（広域異動）が必要で

あり、多くの隊員が単身赴任・広域異動を経験
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６ 陸上自衛官の全国異動（１／２）



総 括

全国異動を経験することによって、

①「国を守る戦士」としての「使命感」と「責任感」を醸成

② 隊員が任務の異なる部隊等における勤務を通じて成長

③ 採用方面隊等に帰還することにより、部隊及び隊員の「強靭化」を達成

部
隊
の
活
性
化
・
隊
員
の
成
長

新隊員教育・陸教等

採用方面隊部隊
陸曹としての基本・基礎
他地域における勤務
ＰＫＯ待機任務等

全国異動（他方面）
ゲリコマ対処能力

大規模災害対処能力

採用方面隊部隊
小隊陸曹、係陸曹等として

原隊を活性化

全国異動（他方面）
（司令部・地本等）
司令部勤務等を通じた

人材育成

採用方面隊部隊
最先任上級曹長等として

部隊を活性化

３
年

異動の一例

全国から

全国から

①

②

③

④① ②

③

④
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６ 陸上自衛官の全国異動（２／２）

３
年

多ければ、准曹は７回程度、
幹部は１８回程度人事異動を
経験


